
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
⑷
ア
中
「
千
八
百
円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
、
同
⑷
イ
中
「
二
千
七
百
円
」
を

「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
、
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

青
森
県
報
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外
第
三
十
一
号

令
和
八
年三

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



別
表
第
二
の
ク
の
表
中
「
栄
養
士
」
を
「
栄
養
士

管
理
栄
養
士
」
に
、
「
言
語
聴
覚
士
」
を
「
言
語
聴
覚

義
肢
装
具

士士
」
に
改
め
、
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
の
項
及
び
義
肢
装
具
士
の
項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
一
項

中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
、
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
「
、
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
」
を
削
る
。

別
表
第
六
の
ク
の
表
中
「
栄
養
士
」
を
「
栄
養
士

管
理
栄
養
士
」
に
、
「
言
語
聴
覚
士
」
を
「
言
語
聴
覚

義
肢
装
具

士士
」
に
改
め
、
義
肢
装
具
士
の
項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
二
項
中
「
栄
養
士
」
」
の
下
に
「
、
「

管
理
栄
養
士
」
」
を
加
え
、
「
又
は
「
言
語
聴
覚
士
」
を
「
、
「
言
語
聴
覚
士
」
又
は
「
義
肢
装
具

士
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
表
第
一
の
中
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
東
京
事
務
所
長
」
を
「
東
京
本
部
長
」
に
、
「
出
納
局
次

長
」
を
「
出
納
局
次
長

東
青
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
、
「
東
京
事
務
所
次
長

地
域
連
携
事
務
所
長
」
を
「
東
京
本
部
副
本
部
長

地
域
連
携
事
務
所
長
（

区
分
四
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長
」
を
「
子
ど
も
自
立

フ
ュ
ー
ジ
ョ

セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
長
」
に
、
「
航
空
推
進
監
」
を
「
行
幸
啓
報
道
監

フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
エ
ネ

ル
ギ
ー
産
業
推
進
監
」
に
、
「
消
防
力
向
上
推
進
監
」
を
「
消
防
力
向
上
推
進
監

美
術
館
利
活
用
促
進
監
」
に
改
め
、
「

農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
区
分
六
類
」
の
下
に
「
及
び
十
類
」
を
加
え
、
「
県
境
再

生
対
策
監
」
を

「
設
備
工
事
検
査
監

県
境
再
生
対
策
監

航
空
推
進
監

」
に
、
「
む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監
」
を
「
奥
内

（ ）2青 森 県 報 号外第31号令和８年３月30日 月曜日

奥
内
小
学
校

川
内
小
学
校

む
つ
市
大
字
奥
内
字
中
野
四
〇

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

川
内
小
学
校

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

市
浦
中
学
校

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
一

市
浦
中
学
校

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
五



・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監
」
に
、
「
病
害
虫
防
除
所
長
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛

病
害
虫
防
除
所
長

生
所
長
（
職
務
の
級
医
療
職
給
料
表
㈡
五
級
の
も
の
に
限
る
。
）

」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の

事
務
部
局
の
項
中
「
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
」
を
「
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推

学
校
施
設
課
教
育
情
報
化
推
進

進
室
長

室
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
二
中
「
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が

定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
」
を
「
十
二
日
」
に
改
め
、
同

項
第
十
五
号
中
「
休
業
」
の
下
に
「
、
災
害
そ
の
他
の
急
迫
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
学
校
の
臨

時
の
休
業
」
を
加
え
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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目
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所
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目
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号
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